
2008 年６月、ペットの健康を保護し、動物の愛護に寄与するために、ペットフードを規制する「愛

がん動物用飼料の安全性を確保する法律（ペットフード安全法）」が成立し、2009 年６月１日から

施行されました。

　この法律は、ペットフードの製造の方法や表示についての規格、成分についての規格を定め、

これに合わないペットフードの製造、輸入又は販売を禁止するものです。ペットフードの製造業者、

輸入業者及び販売業者は、定められた基準や規格を守る責任が生じます。


